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2018年 10月１日 
各位 
 

東京都港区六本木一丁目 6番 1号  
SBIマネープラザ株式会社  

代表取締役執行役員社長 太田 智彦  
  

 

住宅ローン取扱額 4,000億円突破のお知らせ 
 

SBIマネープラザ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：太田智彦、以下「当
社」といいます。）は、2018年 9月 28日時点で住宅ローンの取扱額（※注 1）が 4,000億円
を突破しましたことをお知らせいたします。 

 
当社では、ネット銀行ならではの好金利に加え、先進医療特約付き団体信用生命保険・全疾病

保障（※注 2）・傷害補償といった充実の保障が金利上乗せ無しで付帯される住信 SBIネット銀
行の「MR.住宅ローン REAL」（※注 3）と、アルヒ株式会社の長期固定金利住宅ローンである「フ
ラット 35」を取扱っております（商品詳細については当社ＨＰの商品ページをご覧ください）。 
 
また、当社では、2017年に新規出店した横浜、大宮に加え、本年 9月には新宿区富久町に「新

宿東住宅ローンプラザ」をオープンし取扱店舗を拡大することにより、お客様の利便性の向上に
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努めております。現在、全国 9ヵ所の店舗（※注 4）において、お客様のニーズに合わせた最適
なプランのご提案からご融資実行までを、当社住宅ローン専門スタッフが丁寧にサポートさせて
いただいております。新規に住宅を購入予定の方も、ご返済中の住宅ローンを見直しされたい方
も、お気軽にご相談ください。 
 
当社は、今後も一人ひとりに最適な金融商品を提供する「日本最大の金融商品ディストリビュ

ーター」を目指し、魅力ある商品・サービスの提供を通じて、「顧客中心主義」の徹底に努めて
まいります。 
 
※注 1：取扱額とは、当社の前身であるリアルマーケティング・ショップ株式会社から起算した
旧 SBIモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社）のフラット 35および住信 SBIネット銀行株
式会社の銀行代理業者として販売する「MR.住宅ローン REAL」の各融資実行額の合計です。 
 
※注 2：保険金のお支払いには、精神障がいは対象外になるなど、条件によっては保険金・見舞
金がお支払いされない場合があります。ご加入にあたりましては、詳しい保障内容やお客様の不
利益となる事項が記載された「被保険者のしおり」の「契約概要」や「注意喚起情報」を必ずお
読みください。また、先進医療特約は保険会社の判断により付帯できない場合があり、お客様お
一人につき一契約のため、既に先進医療特約に加入されている場合は付帯されません。 
 
※注 3：「MR.住宅ローン REAL」は住信 SBIネット銀行の商品であり、SBIマネープラザが住
信 SBIネット銀行の銀行代業者として販売する対面専用商品です。そのため、住信 SBIネット
銀行のホームページではお取扱いしていませんので、「MR.住宅ローン REAL」に関するお問合
せや各種お手続きは、SBIマネープラザが受付いたします。なお、ご契約（金銭消費貸借契約）
は、お客様と住信 SBIネット銀行との契約になります。 
 
※注 4：銀行代理業の許可を得ている 9店舗(新宿東住宅ローンプラザ・新宿中央支店・秋葉原
支店・大宮住宅ローンプラザ・横浜住宅ローンプラザ・浜松住宅ローンプラザ・名古屋支店・大
阪支店・福岡中央支店)でのお取扱いになります。また、「ARUHIフラット 35」は、新宿中央支
店・秋葉原支店・浜松住宅ローンプラザ・名古屋支店・大阪支店の５店舗でのお取扱いになりま
す。 
 
■【銀行代理業の概要】 
所属銀行  ：住信 SBIネット銀行株式会社 
銀行代理業者：SBIマネープラザ株式会社 
許可番号  ：関東財務局長(銀代)第 268号 
取扱業務  ： 円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）※ 並びに資金の貸
付けを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）当社は、銀行代理業に関して、お客様から直接、金銭のお預かりを
することはありません。 
※ただし、住宅ローン取引に付随するもののみを指す 
 

以上 
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本プレスリリースに関するお問い合せ先 
SBIマネープラザ株式会社 総合企画部 03-6229-0166 


